
（本学に既存する同設備の搬出・運搬・殺菌・引取を含む）

（3） 検査終了後１年以内において、当該物品に関して契約の内容に適合していない
ことが判明した場合は，それを補修し，又は当該物品と同一規格構造及び性能の
同等品と交換するものとする。

（4） 供給者は、納品時等において知り得た個人情報、業務内容及び患者、職員に関
する秘密を他に漏らし、又は別の目的に使用及び持ち出ししてはならない。更
に、この契約の終了後においても同様とする。

（5） 本仕様書に記載のない事項については、旭川医科大学会計課担当者の指示によ
るものとする。

旭川医科大学講義実習棟１階　処置室

４．その他

（1） 納入に当たっては、旭川医科大学が定めた物品供給契約基準によるものとす
る。

（2） 本調達には、納入に当たって要する、搬入・据付・配線・調整に係る費用を含
む。

３．納入場所

仕　　様　　書

１．品名及び数量

株式会社加藤萬製作所製　急速遺体防腐処理装置　ＫＢＥＳ-３ＤＸ　一式

２．納入期限

令和7年6月30日


